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① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合：国保（３７．８％）、健保組合（３．０％）
・ 一人あたり医療費：国保（３３．３万円）、健保組合（１４．９万円）

② 所得水準が低い
・ 加入者一人当たり平均所得：国保（８６万円）、健保組合（２０７万円（推計）
・ 無所得世帯割合：２７．８％

③ 保険料負担が重い
・加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得
市町村国保（９．９％）、健保組合（５．７％） ※健保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料（税）の収納率低下
・収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２７年度 ９１．４５％
・最高収納率：９５．４９％（島根県） ・最低収納率：８７．４４％（東京都）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・市町村による法定外繰入額：約３,８５６億円 うち決算補てん等の目的 ：約３,０３４億円、
繰上充用額：約９００億円（平成２７年度）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在
・１７１６保険者中３０００人未満の小規模保険者 ４５８ （全体の１／４）
（平成２８年度）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大：2.7倍（北海道） 最小：1.1倍（富山県）
・ 一人あたり所得の都道府県内格差 最大：14.6倍（北海道） 最小：1.3倍（福井県）
・ 一人当たり保険料の都道府県内格差 最大：3.7倍（長野県）※ 最小：1.3倍（長崎県）
※東日本大震災による保険料（税）減免の影響が大きい福島県を除く。

１．年齢構成

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

国民健康保険事業の概況と本県の現状について
■全国 ■本県

１．年齢構成
① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・65～74歳の割合：３５．４％、平均年齢５２．２歳(平成26年度）
・一人あたり医療費：３４．１万円(平成27年度）

② 所得水準が低い
・加入者一人当たりの平均所得：６２．２万円（全国：６８．３万円）

※左記は、被用者保険との所得の比較をしたもの。

④ 保険料（税）の収納率低下
・収納率：９０．１０％

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・市町村による法定外繰入額：２４．８億円
うち決算補てん等：４．８億円

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在

・３２市町村（全体の１／２）
⑦ 市町村間の格差
・一人あたりの医療費の県内格差 １．９倍
・一人あたりの所得の県内格差 ４．８倍

２．財政基盤

※②～⑦までは平成27年度実績

３．財政の安定性・市町村格差
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県内市町村の国保被保険者の１人当たりの医療費の推移について
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○市町村ごとの医療費の格差→１．６倍～１．９倍で推移

●県平均→震災直後を除き、ほぼ年平均２％の伸び
H27全国平均
349,697円(35位)
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県内市町村の国保税収納率の推移について

市町村国保広域化等支援
方針を定め、目標収納率
を設定
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科 目 全 国 本 県

単
年
度
収
入

保 険 料 (税) 29,506 411
国 庫 支 出 金 34,509 668
療養給付費交付金 4,433 88
前期高齢者交付金 34,800 452 
都道府県支出金 11,743 127 
一般会計繰入金 (法定分) 4,957 171 
一般会計繰入金 (法定外) 3,855 25
共同事業交付金 35,557 579
直診勘定繰入金 2 0 
そ の 他 487 10 

合 計 159,848 2,531

単
年
度
支
出

総 務 費 1,858 39 
保 険 給 付 費 95,539 1,470 
後期高齢者支援金 17,868 272 
前期高齢者納付金 12 0 
老人保健拠出金 1 0
介 護 納 付 金 6,894 116 
保 健 事 業 費 1,129 20 
共同事業拠出金 35,543 579 
直診勘定繰出金 73 2 
そ の 他 1,498 34 

合 計 160,415 2,531

単年度収支差引額（経常収支） ▲568 0

国庫支出金精算額 784  8  

精算後単年度収支差引額 (A) 217  8  

決算補填等のための一般会計繰入金等 (B) 3,039 5

実質的な単年度収支差 （A）-（B） ▲2,822 3 

前年度繰上充用金（支出） 936 0

（出所）国民健康保険事業年報、国民健康保険事業実施状況報告書（速報値である。）
（注１）前期高齢者交付金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び老人保健拠出金は、当年度概算額と前々年度精算額を加えたもの。
（注２）「決算補填等のための一般会計繰入金」とは、収入の「一般会計繰入金（法定外）」のうち決算補填等を目的とした額。
（注３）翌年度に精算される国庫負担等の額を調整。
（注４）決算補填等のための一般会計繰入金（Ｂ）は、平成21年度から東京都財政調整交付金分を含めた計算となっている。

市町村国保の収支状況（平成２７年度）

（億円）
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